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  医 療 税 務    No.２４   株式会社株式会社株式会社株式会社ムトウコンサルティングムトウコンサルティングムトウコンサルティングムトウコンサルティング事業部事業部事業部事業部   

つ う し ん      札幌市北区北 11条西 4丁目 1番地 電話〔直通〕011‐728‐6114 

                                          平成 21年 4月 

ＱＱＱＱ１１１１    ＣＴＣＴＣＴＣＴのののの管球管球管球管球がこわれがこわれがこわれがこわれ、、、、取替取替取替取替ええええ費用費用費用費用としてとしてとしてとして５６５６５６５６００００万円万円万円万円かかりましたがかかりましたがかかりましたがかかりましたが、、、、修繕費修繕費修繕費修繕費でででで問題問題問題問題    

ありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。またまたまたまた、、、、税法上税法上税法上税法上、、、、修繕費修繕費修繕費修繕費とととと資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出のののの区分規定区分規定区分規定区分規定はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。    

  Ａ  ポ  １．税法上､修繕費と資本的支出の区分は、名目ではなく実質によって判定するとされて 

イ   いますが、実務上判断に迷うことが多いことから、判断基準を通達で規定しています。 

ン  ２．それらの規定のフローチャートをたどりながら、支出額が２０未満か、６０万円未満  

ト   又は前期末取得価額の１０％以下か・・・等々により判断して区分することになります。 

１１１１．．．．修繕費修繕費修繕費修繕費とととと資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方とととと例示例示例示例示 

                修繕費とは、固定資産の通常の維持管理、又はき損した固定資産の原状回復のための費用をい

い、これに対し固定資産の使用可能期間の延長や価値の増加のための支出を資本的支出といいま

す（長持ちするようになったとか、機能や品質が従来よりアップした場合には、税法上、修繕費

ではなく資産価値の増加として取り扱われるわけです）。また、修繕費か資本的支出かは、修繕

費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定されます。 

（（（（1111））））    資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出のののの例示例示例示例示・・・次のような支出は資産価値が増加するため資本的支出に該当します。    

① 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分の金額 

② 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額 

③ 医療器械の部分品等を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取り替えた金 

 額のうち、通常の取替えの金額を超える部分の金額   

（（（（2222））））    修繕費修繕費修繕費修繕費のののの例示例示例示例示・・・次のような支出は、修繕費に該当します。    

① 建物の解体移築に要した費用   ⑤ 破損した瓦の取替え  

② 医療器械の移設費用            ⑥ 破損したガラスの取替え又は障子、襖の張替え 

③ 家屋や壁の塗替え         ⑦ 自動車のタイヤの取替え 

④ 家屋の床の損傷部分の取替え  ⑧ 機能を維持するためのオーバーホール費用 

これらは実質が修繕費なので、かかった金額が大きくても損金経理することができますから、 

見積書や請求書に修繕目的や内容が明確にわかるよう記載してもらうことも大切です。 

２２２２．．．．実務的実務的実務的実務的なななな判断判断判断判断のためののためののためののための税法上税法上税法上税法上のののの規定規定規定規定     

税法では、上記のように資本的支出と修繕費の具体例を示していますが、現実には判断に迷う

ケースが多いため、次のような基準を設け判断するよう規定しています。 

（（（（1111））））    少額又少額又少額又少額又はははは周期周期周期周期のののの短短短短いいいい費用費用費用費用のののの判定判定判定判定    

一つの修繕や改良のために支出した  ① 支出額が２０万円未満のとき 

費用が右のいずれかに該当すれば修繕  ② おおむね３年以内の期間を周期として行われ 

費として損金経理することができます。  ていることが既往の実績その他の事情からみて 

      明らかである場合  

（（（（2222））））    形式基準形式基準形式基準形式基準によるによるによるによる修繕費修繕費修繕費修繕費のののの判定判定判定判定                        

資本的出であるか修繕費であるかが    ①  支出額が６０万円未満のとき 

明らかでない部分の金額については､     ② 支出額が修繕改良した固定資産の前期末取得 
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右のいずれかに該当するものは、修繕      金額のおおむね 10％相当額以下であるとき 

費として損金経理することができます。   ※ 前期末取得価額とは、「当初の取得価額＋前期末までに 

                                           支出した資本的支出の額」です。 

（（（（3333））））    資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出とととと修繕費修繕費修繕費修繕費のののの区分区分区分区分のののの特例特例特例特例    

資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合    ①  支出額の３０％相当額 

には､継続して経理することを要件として、右のいずれか    ② その固定資産の前期末取得 

少ない金額を修繕費として損金経理することができます。     価額の１０％相当額 

フローチャートフローチャートフローチャートフローチャートでででで判断判断判断判断 

修繕費か資本的支出かについて、複雑に規定されている上記の判断基準をフローチャートにまと

めると下図のようになります。大きな修繕や改良があった場合、工事関係者と同伴して現場を検証

し、見積書や請求書を参照し、このフローチャートをたどりながら、判断するとよいでしょう。 

           修理・改良のための支出金額 

                                                    Ｙｅｓ 

                ２０万円未満か                                              

                    Ｎｏ     Ｙｅｓ 

資資資資              周期がおおむね３年以内か                        修修修修 

      Ｙｅｓ           Ｎｏ 

          明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すものか       

本本本本                    Ｎｏ        Ｙｅｓ                      

              通常の維持管理のためのものか 

                  Ｎｏ          Ｙｅｓ                 

的的的的           き損したものを原状に回復するためのものか                   繕繕繕繕 

                  Ｎｏ            Ｙｅｓ 

           ６０万円未満又は前期末取得価額の１０％以下か                    

支支支支                    Ｎｏ                                                 

 支出金額－     Ｙｅｓ  割合区分による方法を Ｙｅｓ ○支出金額の３０％      いずれか少な     

 修繕費(Ａ)          採用しているか        ○前期末取得価額の 10％   い金額（Ａ） 

出出出出                               Ｎｏ                            費費費費 

 実質により判定する 

      Ｙｅｓ                Ｎｏ 

            資本的支出であるか（実質判定） 

（注） このフローチャートでは、災害に伴って支出した場合を除いています。 

ご質問のＣＴ管球の取替え費用は５６０万円と高額ですが、管球が切れ取替えしなければＣＴ 

はまったく稼働しないことになりますので、管球の取替えで特に寿命が長くなることもなければ、

修繕費として認められることになるでしょう。 

ＱＱＱＱ２２２２        国税庁国税庁国税庁国税庁からからからから役員給与役員給与役員給与役員給与にににに関関関関するするするするＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａがががが出出出出されたそうですがされたそうですがされたそうですがされたそうですが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容ののののポイントポイントポイントポイントをををを

教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。 

 Ａ   ポ   昨年１２月国税庁から「役員給与に関するＱ＆Ａ」が公表され、役員の定期同額給与 

イ   の改定について、実務上の判断に役立つ具体例が示されました。そこで明らかになった 

ン   業績悪化改定事由で病医院に多いのは、信用維持のため経営改善計画に減額が盛り込ま 

ト   れる場合及び取引銀行との関係で減額せざるを得ない場合ではないかと考えられます。 
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１１１１．．．．定期同額給与定期同額給与定期同額給与定期同額給与とはとはとはとは（（（（改定改定改定改定がなされたがなされたがなされたがなされた場合場合場合場合））））    

定期給与で、次の給与改定がされた場合において、①その事業年度開始の日から改定後の最 

初の支給時期の前日までの間、②改定前の最後の支給時期の翌日から次の改定後の最初の支給

時期の前日までの間、③次の改定前の最後の支給時期の翌日から事業年度終了の日までの間の

各支給時期における支給額が同額であるもの 

イイイイ 通常改定――会計期間開始の日から３月を経過する日まで（継続して毎年所定の時期に 

される改定で３月経過日後にされることについて特別の事情があると認められる場合はその

改定の時期）にされた定期給与の額の改定 

ロロロロ 臨時改定事由による改定――役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他 

これに類するやむを得ない事情によりされた定期給与の額の改定（イイイイの改定を除く） 

ハハハハ 業績悪化改定事由による改定――経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理

由によりされた定期給与の額の改定（減額した改定に限り、イイイイ及びロロロロの改定を除く） 

２２２２．Ｑ＆Ａ．Ｑ＆Ａ．Ｑ＆Ａ．Ｑ＆Ａでででで公表公表公表公表されたされたされたされた業績悪化改定事由業績悪化改定事由業績悪化改定事由業績悪化改定事由のののの見解及見解及見解及見解及びびびび具体例具体例具体例具体例    

  （（（（1111））））役員給与の改定が上記１１１１．．．．に該当しなければ定期同額給与として損金算入されない問題が起

きるわけですが、業績悪化改定事由の「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する

理由」について通達では、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざ

るを得ない事情があることをいうとされています（一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値

に達しなかったことなどは含まれません）。 

  （（（（2222））））公表された「役員給与に関するＱ＆Ａ」ではその事情の判断について、財務諸表の数値が相

当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況経営状況経営状況経営状況のののの悪化悪化悪化悪化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、第三者第三者第三者第三者でででで

あるあるあるある利害関係者利害関係者利害関係者利害関係者（（（（株主株主株主株主、、、、債権者債権者債権者債権者、、、、取引先等取引先等取引先等取引先等））））とのとのとのとの関関関関係上係上係上係上、、、、役員給与役員給与役員給与役員給与のののの額額額額をををを減額減額減額減額せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない

事情事情事情事情がががが生生生生じていればじていればじていればじていれば、、、、業績悪化改定事由業績悪化改定事由業績悪化改定事由業績悪化改定事由にににに含含含含まれるまれるまれるまれるという新たな見解が示されています。 

     そして、その新たな見解である第三者との関係に係る減額改定の具体例として次の３つの場

合が示されました。 

①� 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から 

役員給与の額を減額せざるを得ない場合 

     ② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュール（繰り延べ）の協議におい 

て、役員給与の額を減額せざるを得ない場合 

③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を 

 維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役 

員給与の額の減額が盛り込まれた場合 

上記３事例以外の場合でも、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、 

役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるときには、減額改定をしたことにより支給す 

る役員給与は定期同額給与に該当すると考えられます。その場合には、役員給与の額を減額 

せざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。 

（（（（3333））））なお、業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても、利益調整のみ 

を目的として減額改定を行う場合には、やむを得ず役員給与の額を減額したとはいえないこと

から、業績悪化改定事由に該当しないことは言うまでもない、としています。  

     役員給与に関するＱ＆Ａでは業績悪化改定事由に関する事例のほか、複数回の改定が行わ 

れた場合、病気のため職務が執行できない場合など３つの具体例が掲載されています。 

        お問い合わせはムトウコンサルティング事業部 税理士・宮下へ 電話〔直通〕011‐728-6114 
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        病院機能評価等の情報はこちらに  http://www.wism-mutoh.co.jp/department/consulting                                                                             


